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第１章 地域福祉を取り巻く現状と課題

第１節 統計から見る現状 

１ 人口と世帯の状況 
(１) 人口 

狛江市の人口は増加傾向にあり、令和２（2020年）は83,257人となっています。年齢

３区分別人口の推移（図２-１）を見ると、令和２（2020）年までは増加傾向が続きます

が、令和７（2025）年には減少すると推計されています。 

３区分別人口を見ると、どの区分でも増加傾向にありますが、令和７（2025）年以降は

高齢者人口（65歳以上）が増加するものの、年少人口（０～14歳）、生産年齢人口（15～

64歳）は減少すると推計されています。 

 

図２-１ 年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２（2020）年までは「狛江市住民基本台帳」（各年１月１日現在） 

令和７（2025）年以降の人口推計は「狛江市人口ビジョン（平成28年２月）」シミュレーションＢ 

（各年１月１日現在） 

※令和７（2025）年以降の推計は、平成27（2015）年時点の情報に基づいて推計を行っているため、令和２（2020）年

時点の推計値と実績値との相違により、令和２（2020）年と令和７（2025）年の増減が正しく反映されていない可能

性があります。 
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年齢３区分別人口の構成比の推移（図２-２）を見ると、令和２年まではいずれもほとんど

変わりがありませんが、今後10年間で高齢者人口の割合が2.8ポイント上昇します。 

 

図２-２ 年齢３区分別人口の構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２（2020）までは「狛江市住民基本台帳」（各年１月１日現在） 

令和７（2025）年以降の人口推計は「狛江市人口ビジョン（平成28年２月）」シミュレーションＢ 

（各年１月１日現在） 

 

 

(２) 合計特殊出生率・出生数 

狛江市の合計特殊出生率は平成27（2015）年から平成31（2019）年までは1.20％か

ら1.30％までの間で推移しています。 

出生数は平成28（2016）年をピークに減少に転じ、平成31（2019）年は再び増加し

ております。（図２-３） 

 

図２-３ 合計特殊出生率・出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東京都福祉保健局 区市町村別人口動態統計 
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(３) 世帯 

狛江市の世帯数は増加傾向にありますが、１世帯当たりの人員は減少傾向にあります。（図

２-４） 

図２-４ 世帯数と１世帯当たりの人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「統計こまえ（平成31年度版）」（各年１月１日現在） 

 

(４) ひとり親世帯 

狛江市の母子世帯・父子世帯数は増加と減少を繰り返しており、平成27（2015）年では

母子世帯が267世帯、父子世帯は33世帯となっています。（図２-５） 

 

図２-５ 母子世帯・父子世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成27年国勢調査（各年10月１日現在） 
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（他の世帯員がいないもの）をいう。 

※父子世帯とは、未婚、死別又は離別の男親及びその未婚の20歳未満の子どものみから成る一般世帯

（他の世帯員がいないもの）をいう。 
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(５) 外国人 

狛江市の外国人市民数は増加傾向にあり、平成27（2015）年に1,000人を超え、令和２

（2020）年には1,408人となっています。 

国籍別に見ると、令和２（2020）年では中国が502人で最も多く、韓国・朝鮮（平成29

（2017）年以降は韓国のみ）の214人、フィリピンの116人が続いています。また、近年

ネパールが増加しており、令和２（2020）年は89人となっています。（図２-６） 

 

図２-６ 外国人市民数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成28（2016）年10月までの「中国」には「台湾」を含むが、平成29（2017）年１月から「中国」に

は「台湾」を含まない。 

※「韓国」とは「大韓民国」の略称、「朝鮮」とは「朝鮮民主主義人民共和国」の略称 

出典：東京都総務局統計部 区市町村別国籍・地域別外国人人口 (上位10か国・地域) 
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２ 高齢者の状況 
(１) 前期高齢者・後期高齢者 

狛江市の高齢者数は増加傾向であり、年齢別に見ると、平成27（2015）年までは前期高

齢者（65～74歳）が後期高齢者（75歳以上）を上回っていますが、平成28（2016）年

には逆転しています。 

後期高齢者は、令和２（2020）年が10,996人であり、高齢者全体に占める割合は

55.2％となっていますが、人口推計を見ると、その割合は高くなると推計されており、令和

７（2025）年に60.7％となります。（図２-７） 

 

図２-７ 前期高齢者・後期高齢者数の推移 

 

出典：令和２（2020）年までは「狛江市住民基本台帳」（各年１月１日現在） 

令和７（2025）以降の人口推計は「狛江市人口ビジョン（平成28年２月）」シミュレーションＢ 

（各年１月１日現在） 
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(２) 高齢者世帯 

高齢者世帯数は増加傾向であり、平成27（2015）年のひとり暮らし高齢者世帯は4,652

世帯であり、10年前の平成17（2005）年から1.6倍、20年前の平成７（1995）年から

3.3倍となっています。また、平成27（2015）年の高齢者夫婦世帯は3,779世帯であり、

10年前の平成17（2005）年から1.2倍、20年前の平成７（1995）年から1.9倍となって

います。（図２-８） 

図２-８ 高齢者世帯数の推移 

 
出典：平成27年国勢調査（各年10月１日現在） 

 

(３) 要支援・要介護認定者 

要支援・要介護認定者数は増加傾向で、令和２（2020）年は4,283人となっています。

要支援・要介護度別に見ると、令和２（2020）年では、要介護１が最も多く、次いで、要

介護２が続いています。（図２-９） 

図２-９ 要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「介護保険事業状況報告」（各年１月末現在） 
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(４) 認知症高齢者 

平成31（2019）年度末現在、狛江市の認知症高齢者数は、3,658人（自立を除く。）

で、狛江市の高齢者人口の18.3％に当たります。（表２-１） 

表２-１ 認知症高齢者日常生活自立度（第１号及び第２号被保険者、日常生活圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成31（2019）年度末現在の高齢者人口は19,943人 

※出典：平成31（2019）年度末現在。非該当認定者数を含み、住所地特例者は含まない。 

 

（参考）認知症高齢者の日常生活自立度 
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３ 障がい者等の状況 
(１) 障害者手帳所持者数・交付数 

狛江市の身体障害者手帳所持者数は、平成29（2017）年度をピークに微減傾向にあり、

平成31（2019）年度は1,970人となっています。 

愛の手帳所持者数は、増加と減少を繰り返し、平成31（2019）年度は427人となってい

ます。 

精神障害者保健福祉手帳交付数は、平成28（2016）年度以降、増加傾向にあり、平成

31（2019）年度は372人で、平成27（2015）年度と比較すると155人増加していま

す。 

 

図２-10 障害者手帳所持者数・交付数の推移 
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(２) 自立支援医療受給者 

自立支援医療受給者数は増加傾向にあり、平成30（2018）年度は1,447人となっていま

す。 

 

図２-11 自立支援医療受給者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在 

 

(３) マル都医療券（都難病医療費等助成制度）所持者 

マル都医療券（都難病医療費等助成制度）所持者数は、平成28（2016）年度までは増加

傾向にありましたが、平成29（2017）年度以降は700～800人台を推移しています。（図

２-12） 

 

図２-12 マル都医療券（都難病医療費等助成制度）所持者数の推移 
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４ 地域活動 
(１) 町会・自治会 

町会・自治会加入世帯率は減少傾向にあり、令和２（2020）年は41.0％となっておりま

す。（図２-13） 

 

図２-13 町会・自治会加入世帯率・加入世帯数 

 
※各年４月１日現在 

 

(２) 民生委員・児童委員 

狛江市全域での民生委員・児童委員の定員は58人となっています。欠員数は平成29

（2017）年まで減少しており、平成29（2017）年以降は民生委員・児童委員数が52

人、欠員数は６人となっています。（図２-14） 

 

図２-14 民生委員・児童委員数・欠員数の推移 

 
 

※各年４月１日現在 

 

44.2%（17,919世帯）

43.9%（18,110世帯）

42.7%（17,849世帯）
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41.0%（17,640世帯）

55.8%（22,661世帯）

56.1%（23,125世帯）
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58.5%（24,852世帯）

59.0%（25,335世帯）
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平成31(2019)年（N=42,494)

令和2(2020)年（N=42,975)
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(３) 老人クラブ 

狛江市の老人クラブ数は平成27（2015）年度までは17クラブでしたが、平成28

（2016）年度には１クラブ減少しています。会員数についても減少傾向にあり、平成31

（2019）年度は921人となっています。（図２-15） 

 

図２-15 老人クラブ数・会員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在 

 

(４) ＮＰＯ法人 

狛江市内の NPO 法人数は、平成30（2018）年以降42法人となっております。（図２-

16） 

図２-16 NPO 法人数の推移 

 

※各年４月１日現在 

※法人税の届出をしていない法人及び活動休止の届出をしている法人を除く。 
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(５) ボランティア団体 

狛江市市民活動支援センター（愛称 こまえくぼ1234。以下「こまえくぼ1234」といい

ます。）が把握しているボランティア団体は、平成27（2015）年度まで86～87団体で推

移していましたが、平成28（2016）年度は若干減少し、平成29（2017）年度以降は増

加に転じ、平成31（2019）年度は161団体となっています。 

活動種別に見ると、伝統・文化、障がい関係、子ども関係の団体が多くを占めています。

（図２-17） 

図２-17 こまえくぼ1234が把握しているボランティア団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在 

※平成27（2015）年度以前はこまえボランティアセンター（現 こまえくぼ1234）が当時把握していた団体数 

平成28（2016）年度からはこまえくぼ1234が把握している団体数 
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児童虐待相談件数

高齢者虐待相談・通報受理件数

障がい者虐待相談・通報・届出受理件数

５ 虐待、DV8 
(１) 虐待に関する相談件数 

狛江市の児童虐待相談件数は、平成30（2018）年度の59件から平成31（2019）年度

は112件に急増しております。 

高齢者虐待相談・通報受理件数は、増加と減少を繰り返しており、平成31（2019）年度

は20件となっています。 

障がい者虐待相談・通報・届出受理件数は、平成29（2017）年度は２件、平成30

（2018）年度は０件でしたが、平成31（2019）年度は５件に増加しております。（図２-

18） 

 

図２-18 虐待に関する相談件数（児童、高齢者及び障がい者）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在 

 

(２) ＤＶに関する相談 

狛江市での DV に関する相談件数は、増加と減少を繰り返しており、平成31（2019）年

度は母子・女性相談で39件、女性悩みごと相談で１件となっています。（表２-２） 

 

表２-２ ＤＶに関する相談件数の推移 

 

 

 

 

 
※各年度末現在、延べ件数、（ ）は男性からの相談 

  

 
8 Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の略。日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又は

あった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多い。 

（単位：件） 

平成26(2014)
年度

平成27(2015)
年度

平成28(2016)
年度

平成29(2017)
年度

平成30(2018)
年度

平成31(2019)
年度

母子・女性相談
（子育て支援課）

38 (0) 36 (0) 36 (0) 37 (0) 35 (0) 39 (0)

女性悩みごと相談
（政策室）

6 3 2 2 0 1
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６ 生活保護、生活困窮 
 (１) 生活保護 

狛江市の生活保護世帯数・人員数は、平成26（2014）年度は被保護世帯数が878世帯、

被保護人員数が1,067人ですが、増加傾向にあり、平成31（2019）年度は被保護世帯が

1,030世帯、被保護人員が1,193人となっています。 

被保護人員の保護率は平成31（2019）年度が1.429‰となっています。（図２-19） 

 

図２-19 生活保護世帯数・人員数、被保護人員の保護率の推移 

 
出典：統計こまえ 

 

(２) 生活困窮者自立相談支援事業（自立相談支援機関 こまＹＥＬＬ） 

①新規相談受付件数 

平成31（2019）年度の新規相談件数（本人未特定の相談を含む。）は、全体で23件でし

た。性別で見ると、男性が73.9%、女性が26.1%で、男性の割合が女性の３倍近くとなって

います。年齢別に見ると、最も多いのは30代と70代で、ともに21.7％となっています。

（図２-20） 

図２-20 新規相談総件数（本人未特定の相談を含む。）（性別、年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成31年度 生活困窮者自立相談支援事業統計報告書 
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②支援により見られた変化 

評価実施ケース数57件の、支援により見られた変化は、経済的変化では「一般就労開始

（継続的就労）」が43.9％と最も多く、次いで、「社会参加機会の増加」及び「職場定着」が

22.8％となっています。（図２-21） 

 

図２-21 支援により見られた変化（評価１：経済的変化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成31年度 生活困窮者自立相談支援事業統計報告書 

 

それ以外の変化では、「精神の安定」が45.6％と最も多く、「自立意欲の向上・改善」が

33.3％、「家計の改善」が31.6％、「健康状態の改善」が22.8％となっています。（図２-

22） 

 

図２-22 支援により見られた変化（評価２：それ以外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成31年度 生活困窮者自立相談支援事業統計報告書 
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７ 教育における対応、相談等 
(１) スクールソーシャルワーカーの対応件数 

狛江市ではスクールソーシャルワーカーが２人配置されています。 

平成31（2019）年度のスクールソーシャルワーカーの対応件数は52件となっており、

過去６年間で最も多くなっています。主訴別に見ると、平成31（2019）年度は「不登校」

が17件で最も多く、次いで、「養育困難」が９件となっています。（表２-３） 

 

表２-３ スクールソーシャルワーカーの主訴別対応件数の推移 

 
 

出典：「平成31年度 所報」狛江市教育研究所 

 

  

平成26
(2014)年度

平成27
(2015)年度

平成28
(2016)年度

平成29
(2017)年度

平成30
(2018)年度

平成31
(2019)年度

不登校 14 10 22 22 22 17

引きこもり 0 0 0 0 0 0

いじめ 0 0 0 0 0 0

養育困難 8 0 8 8 3 9

虐待 1 0 0 5 4 5

問題行動 5 5 6 2 2 1

発達・疾患 5 0 0 1 9 5

非行 0 0 1 0 0 0

DV 0 0 0 0 3 0

関係調整 0 0 1 0 1 2

連携依頼 0 0 0 0 0 1

資源紹介 0 0 1 1 5 2

進路 0 4 0 0 1 4

その他 1 0 5 1 0 6

合計 34 19 44 40 50 52

（単位：件） 



                            第１章 地域福祉を取り巻く現状と課題 

 

- 31 - 

 

第
１
編 

 

第
４
次
地
域
福
祉
計
画 

(２) スクールカウンセラーの相談実績 

狛江市では小・中学校全校にスクールカウンセラーが配置されています。 

平成31（2019）年度のスクールカウンセラーの相談内容は以下のとおりとなっていま

す。 

児童・生徒、保護者及び教員からの相談内容は、いずれも「長期欠席・不登校」に関する

ことが最も多くなっています。（表２-４） 

 

表２-４ スクールカウンセラー内容別相談実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成31（2019）年度末現在 

 

 

 

  

回数
（回）

割合
（％）

回数
（回）

割合
（％）

回数
（回）

割合
（％）

回数
（回）

割合
（％）

230 17.9 341 43.1 402 27.9 20 27.4

5 0.4 1 0.1 6 0.4 0 0.0

197 15.4 34 4.3 95 6.6 1 1.4

23 1.8 0 0.0 53 3.7 0 0.0

0 0.0 6 0.8 14 1.0 0 0.0

43 3.4 33 4.2 95 6.6 0 0.0

147 11.5 128 16.2 377 26.1 16 21.9

10 0.8 1 0.1 2 0.1 0 0.0

14 1.1 22 2.8 35 2.4 1 1.4

32 2.5 35 4.4 46 3.2 3 4.1

77 6.0 43 5.4 76 5.3 2 2.7

1 0.1 1 0.1 8 0.6 1 1.4

17 1.3 19 2.4 23 1.6 0 0.0

2 0.2 0 0.0 4 0.3 0 0.0

70 5.5 2 0.3 1 0.1 0 0.0

0 0.0 69 8.7 6 0.4 0 0.0

49 3.8 50 6.3 147 10.2 1 1.4

3 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 0.1 4 0.5 4 0.3 19 26.0

197 15.4 3 0.4 10 0.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

164 12.8 0 0.0 38 2.6 9 12.3

1,282 1 792 1 1,442 1 73 1

対教師

内
容
別

性格・行動

虐待

貧困の問題

長期欠席・不登校

情緒不安定

非行・不良行為

友人問題

家庭・家族

暴力行為

いじめ

話相手

問題行動等

学習・進学

平成31年度中　対象者別相談回数
児童・生徒 保護者 教職員 その他

身体・健康

学外との連携

生活習慣

部活等

合計

自己理解

子育て

発達障害

カウンセリングの方法

その他
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(３) 教育相談室の相談件数 

①来所相談（面接） 

就学前の５歳児や小・中学生の悩みや心配事について、本人・保護者・関係者の相談を心

理の相談員（臨床心理士）や発達・ことばの相談員が相談に応じます。 

相談件数は増加傾向にあり、平成31（2019）年度は391件となっています。（表２-５） 

 

表２-５ 来所相談の件数 

 

 

出典：「平成31年度 所報」狛江市教育研究所 

 

②電話相談 

子どもや学校のことで困っていても、直接顔を合わせて相談しにくいような場合、電話で

も相談に応じます。長い教職経験を持つ相談員が対応します。 

相談件数は増加と減少を繰り返しており、平成31（2019）年度の相談件数は11件とな

っています。（表２-６） 

 

表２-６ 電話相談の件数 

 

 

出典：「平成31年度 所報」狛江市教育研究所 

 

  

平成26
(2014)年度

平成27
(2015)年度

平成28
(2016)年度

平成29
(2017)年度

平成30
(2018)年度

平成31
(2019)年度

不登校 36 25 30 35 40 41

発達言語 150 155 158 186 212 230

いじめ 5 5 2 0 0 0

性格・行動 65 67 69 63 74 72

精神・身体 9 5 9 11 9 1

進路・適性 12 20 29 40 41 41

家庭環境 2 1 2 3 5 6

その他 2 0 1 2 0 0

合計 281 278 300 340 381 391

（単位：件） 

平成26
(2014)年度

平成27
(2015)年度

平成28
(2016)年度

平成29
(2017)年度

平成30
(2018)年度

平成31
(2019)年度

不登校 4 2 0 7 11 2

発達言語 2 1 1 18 2 1

いじめ 2 1 2 1 1 0

性格・行動 2 11 8 15 7 2

精神・身体 0 0 1 2 2 0

進路・適性 0 0 1 1 3 0

その他 2 4 4 13 7 6

合計 12 19 17 57 33 11

（単位：件） 
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本人 保護者 教員 その他

構音 33 14 7 12 0

吃音 16 4 3 9 0

きこえ 2 0 1 1 0

発達 181 44 35 98 4

読み書き 102 34 21 47 0

いじめ 0 0 0 0 0

その他 67 24 9 33 1

合計 401 120 76 200 5

合計
相談者

（単位：件） 

平成26
(2014)年度

平成27
(2015)年度

平成28
(2016)年度

平成29
(2017)年度

平成30
(2018)年度

平成31
(2019)年度

不登校 57 51 62 74 105 73

発達言語 313 339 308 399 421 394

いじめ 13 39 25 9 18 14

性格・行動 247 382 381 385 470 416

精神・身体 26 38 33 40 52 38

進路・適性 9 13 25 25 37 43

家庭環境 61 60 61 86 93 114

その他 167 102 103 143 220 174

合計 893 1,024 998 1,161 1,416 1,266

（単位：件） 

③小学校訪問相談（発達・ことば） 

各小学校に原則月２回、発達・ことばの相談員が訪問し、ことばや聞こえを中心に相談に

応じ、助言と支援を行います。 

平成31（2019）年度の相談件数は合計401件で、最も多いのが「発達」について、次い

で「読み書き」についてとなっています。 

相談者は、「教員」が最も多く、「本人」が続いています。（表２-７） 

 

表２-７ 小学校訪問相談（発達・ことば）の相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成31年度 所報」狛江市教育研究所 

 

④小学校訪問相談（教育相談） 

各小学校に専門教育相談員が原則週２日勤務し、児童・保護者・学校関係者を対象にして

児童に関わる課題に対して現場対応型・予防型の相談を行います。 

相談件数は増加と減少を繰り返しており、平成31（2019）年度は1,266件となっていま

す。最も多いのが「性格・行動」について、次いで「発達言語」についてで、いずれも300

件を超えています。（表２-８） 

 

表２-８ 小学校訪問相談（教育相談）の相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「平成31年度 所報」狛江市教育研究所 
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第２節 市民意識調査結果に見る現状 
 

市民意識調査結果では、調査１として市内に居住する18歳以上の市民499人を対象者とす

る「市民一般調査」、調査２として市内に居住する児童生徒498人を対象者とする「子ども向

け市民調査」、調査３・４として65歳以上の市民（要支援・要介護認定者除く。）900人を対

象者とする「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、調査５として在宅で直近の認定調査を受

けた方（更新申請・変更申請）及びその介護者599人を対象者とする「在宅介護実態調査」、

調査６として市内に居住する18歳以上の障がい福祉サービス利用者461人、難病患者155

人、自立支援医療受給者108人、合計724人を対象者とする「障がいのある方・難病のある

方調査（18歳以上）（以下「障がいのある方等調査（18歳以上）」といいます。）」、調査７と

して障がい福祉サービス利用者234人、医療的ケア児10人、合計244人を対象者とする

「周囲の理解と支援の必要な方・障がいのある方等調査（18歳未満）（以下「障がいのある

方等調査（18歳未満）」といいます。）」及び調査８として障がい福祉サービス事業所７団

体、当事者団体７団体、障がい者の就労先４団体、合計18団体を対象者とする「支援団体等

調査」を実施しました。 

 

１ 日々の生活での悩みや不安 
市民一般調査では、20歳代では就労のこと、30～40歳代では育児や子育てに関するこ

と、40～70歳代以上では老後のことというように、ライフステージごとに悩みや不安が異

なることが分かります。 

また、全世代で「健康のこと」や「経済的な問題」、「災害時のこと」についての悩みや不

安を持っており、健康づくり、貧困対策、災害対策等の必要性が伺えます。（図２-23、表２

-９） 

 

図２-23 日々の生活での悩みや不安（全体：複数回答）（上位５項目のみ） 

【市民一般調査】 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.0%

57.9%

46.7%

33.8%

30.0%

0% 20% 40% 60% 80%

健康のこと

老後のこと

災害時のこと（備えや避難など）

介護（認知症も含む）のこと

経済的な問題

(n=240)
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表２-９ 日々の生活での悩みや不安（年代別：複数回答）（上位５項目のみ） 

【市民一般調査】（続き）(%) 

年代 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

20歳代 
健康のこと／ 

就労のこと(47.4） 

老後のこと

（42.1） 

災害時のこと

（36.8） 

経済的な問題

（26.3） 

30歳代 
健康のこと／ 

育児や子育てに関すること(50.0) 

災害時のこと 

（42.9） 

就労のこと／経済的な問題 

（28.6） 

40歳代 

災害時のこと 

（60.9） 

健康のこと 

（56.5） 

老後のこと 

（50.0） 

育児や子育てに

関すること

（45.7） 

経済的な問題 

（32.6） 

50歳代 

老後のこと 

（75.0） 

健康のこと 

（67.5） 

介護（認知症も

含む）のこと 

（42.5） 

災害時のこと 

（40.0） 

経済的な問題 

（35.0） 

60歳代 
老後のこと 

（85.7） 

健康のこと 

（78.6） 

経済的な問題 

（35.7） 

災害時のこと 

（32.1） 

生きがいに関す

ること（25.0） 

70歳以上 

健康のこと 

（74.4） 

老後のこと 

（60.3） 

災害時のこと 

（51.3） 

介護（認知症も

含む）のこと 

（47.4） 

病気や障がい

のこと（34.6） 

 

障がいのある方等調査（18歳未満）では、日常生活での悩みや不安として、「就学・進学

のこと」、「就労・就職のこと」、「人とのつきあいに関すること」の順に多くなっており、自

立や社会参加に向けた支援が必要であることが伺えます。 

一方、障がいのある方等調査（18歳以上）では、「健康のこと」、「老後のこと」、「経済的

な問題に関すること」の順に多くなっており、安心して暮らし続けるための支援が必要であ

ることが伺えます。（図２-24） 

 

図２-24 日々の生活での悩みや不安（全体：複数回答） 

【障がいのある方等調査（18歳未満）】 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.0%

43.4%

41.9%

39.5%

38.8%

31.8%

29.5%

28.7%

24.8%

16.3%

12.4%

8.5%

5.4%

4.7%

3.1%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80%

就学・進学のこと

就労・就職のこと

人とのつきあいに関すること

学習・成績のこと

育児や子育てに関すること

健康のこと

災害時のこと（備えや避難など）

経済的な問題に関すること

老後のこと

生きがいに関すること

住宅のこと

人権問題に関すること

地域の治安のこと

その他

特に悩みや不安はない

無回答

(n=364)
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【障がいのある方等調査（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 住んでいる地域の問題や課題 
市民一般調査では、住んでいる地域の問題や課題として「地域の防犯・防災などの安全

面」という回答が31.3％と最も多くなっています。一方で、「特に問題や課題は感じていな

い」という回答も27.9％となっています。（図２-25） 

 

図２-25 住んでいる地域の問題や課題（全体：複数回答）（上位５項目のみ） 

【市民一般調査】 

      

31.3%

18.8%

17.5%

17.5%

16.7%

27.9%

0% 20% 40%

地域の防犯・防災など安全面

自然環境、ごみや道路などの生活

環境

高齢者が安心して暮らせる環境

子どもが安心して暮らせる環境

公共交通手段の利便性

特に問題や課題は感じていない

(n=240)

70.3%

65.1%

43.7%

40.1%

28.0%

24.5%

23.4%

18.4%

8.2%

6.6%

6.3%

5.5%

3.8%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80%

健康のこと

老後のこと

経済的な問題に関すること

災害時のこと（備えや避難など）

就労・就職のこと

住宅のこと

人とのつきあいに関すること

生きがいに関すること

人権問題に関すること

育児や子育てに関すること

地域の治安のこと

その他

特に悩みや不安はない

無回答

(n=364)
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また、市民一般調査で自分や自分の周りの「ひきこもり」の状態にある方がいるか尋ねた

ところ、「親戚や知人にいる」は6.7％、「自分自身又は家族の中にいる」は2.9％、「近所の

人にいる」が1.7％となっています。 

また、「ひきこもり」の状態にある方の年齢を尋ねたところ、最も多いのは「50歳以上」

で33.3％、次いで「30歳代」で22.2%となっており、「ひきこもり」の状態にある方の高齢

化が課題となっています。（図２-26） 

 

図２-26 「ひきこもり」の状態にある方の年齢（全体） 

＜周りに「ひきこもり」の状態にある方がいると答えた人＞【市民一般調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域活動・ボランティア活動 
市民一般調査では約半数の人が今後の取組み意向を示しています。（図２-27） 

 

図２-27 今後の地域活動・ボランティア活動等への取組み意向（全体） 

【市民一般調査】 

 

できるだけ、取り

組んでいきたい
7.1%

機会があれば、

取り組んでもよい
40.8%

取り組みたいが、

できない
27.9%

あまり取り組み

たくない
20.0%

無回答
4.2%

(n=240)

小・中学生

3.7%
10歳代（中学

校卒業後）

7.4%

20歳代

11.1%

30歳代

22.2%

40歳代

18.5%

50歳以上

33.3%

わからない

0.0%

無回答

3.7%

（n＝27）
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４ 災害時の対応 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では38.0％、障がいのある方等調査（18歳以上）で

は53.0％が、１人では避難できないと答えています。 

そのうち「手助けを頼める人はいる」人が、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査で

56.1%、障がいのある方等調査（18歳以上）で42.9％となっています。（図２-28） 

 

図２-28 避難の際に手助けを頼める人の有無（全体）＜１人で避難できない人＞ 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、障がいのある方等調査（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、いずれの調査においても、避難所ではプライバシーや体調が変化しやすい人への幅

広い配慮が求められています。（表２-10） 

 

表２-10 避難所で配慮してほしいこと（全体：複数回答（５つまで）） 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査、障がいのある方等調査（18歳以上、18歳未満）】 

回答者 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

介護予防・
日常生活圏
域ニーズ調

査 

間仕切りの設置
など、プライバシ
ーに関する配慮

（53.0） 

男女別での避難
所設備の設置（ト
イレ、更衣室、物
干し場、授乳室

等）（51.6） 

高齢者や障がい
者、妊産婦、乳
幼児等、体調が
変化しやすい人
への配慮・支援

（50.3） 

持病のある人や
薬を飲んでいる
人への治療の継

続（43.4） 

保健師による健
康相談・管理な
ど、避難所での

健康管理 
（38.5） 

在宅介護実
態調査 

持病のある人や
薬を飲んでいる
人への治療の継

続（58.5） 

高齢者や障がい
者、妊産婦、乳
幼児等、体調が
変化しやすい人
への配慮・支援

（56.3） 

間仕切りの設置
など、プライバシ
ーに関する配慮

（50.6） 

段差の解消な
ど、避難所での

バリアフリー
（42.8） 

男女別での避難
所設備の設置（ト
イレ、更衣室、物
干し場、授乳室

等）（39.9） 

障がいのあ
る方等調査
（18歳以上） 

高齢者や障がい
者、妊産婦、乳
幼児等、体調が
変化しやすい人
への配慮・支援

（61.5） 

間仕切りの設置
など、プライバシ
ーに関する配慮

（57.7） 

持病のある人や
薬を飲んでいる
人への治療の継

続（56.0） 

男女別での避難
所設備の設置（ト
イレ、更衣室、物
干し場、授乳室

等） 
（47.8） 

不安やストレスを
和らげるための
心のケアや相談

体制の整備
（40.1） 

障がいのあ
る方等調査
（18歳未満） 

高齢者や障がい
者、妊産婦、乳
幼児等、体調が
変化しやすい人
への配慮・支援

（73.6） 

間仕切りの設置
など、プライバシ
ーに関する配慮

（65.1） 

不安やストレスを
和らげるための
心のケアや相談

体制の整備
（41.1） 

男女別での避難
所設備の設置（ト
イレ、更衣室、物
干し場、授乳室

等） 
（38.8） 

持病のある人や
薬を飲んでいる
人への治療の継

続（31.0） 

56.1

42.9

21.1

28.6

19.3

28.6

3.5

0.0

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

(n=57)

障がいのある方等調査（18歳以上）

(n=136)

(%)

いる いない わからない 無回答
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よくある
8.5%

時々ある
37.2%ほとんどない

40.3%

まったくない
7.8%

無回答
6.2%

(n=129)

よくある
13.7%

時々ある
34.6%ほとんどない

31.6%

まったくない
11.5%

無回答
8.5%

(n=364)

知っている
24.0%

知らない
72.9%

無回答
3.1%

(n=129)

知っている
20.6%

知らない
71.7%

無回答
7.7%

(n=364)

５ 福祉意識 
差別を感じたり嫌な思いをしたりした経験について、障がいのある方等調査（18歳以上）

では48.3％、障がいのある方等調査（18歳未満）では45.7%が「ある」と答えています。

（図２-29） 

 

図２-29 差別を感じたり嫌な思いをしたりしたことがあるか（全体） 

【障がいのある方等調査（18 歳以上）】     【障がいのある方等調査（18 歳未満）】 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法

律第65号）をいいます。以下同じです。）について「知っている」割合は、障がいのある方

等調査（18歳以上）で20.6％、障がいのある方等調査（18歳未満）で24.0%となってお

り、障害者差別解消法について当事者や家族に知られていない状況が伺えます。（図２-30） 

 

図２-30 障害者差別解消法の認知状況（全体） 

【障がいのある方等調査（18 歳以上）】        【障がいのある方等調査（18 歳未満）】 
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47.9%

47.1%

37.5%

35.4%

31.7%

28.8%

20.4%

18.3%

1.7%

4.2%

0% 20% 40% 60%

身近な場所での相談窓口の充実

市民が気軽に参画し、利用できる

地域ごとの居場所づくり

高齢者、障がい者、児童の

福祉施設の整備充実

福祉意識を高めるための

広報、啓発の強化

学校教育や社会教育の場

での福祉教育の充実

地域福祉活動に使える

補助金・助成金の充実

ボランティア団体・ＮＰＯ法人

などの育成支援

地域福祉活動を推進する

地域リーダーなどの人材養成

その他

無回答

(n=240)

25.5%

22.5%

21.2%

16.5%

14.6%

12.1%

11.5%

11.5%

10.2%

8.5%

8.0%

7.4%

3.6%

3.3%

2.2%

0.8%

8.8%

21.2%

9.1%

0% 10% 20% 30%

トイレ

建物・駅などの階段の上り下り

交通費がかかる

電車・バスの乗り降り

道路の段差

歩道橋の上り下り

他人の目が気になる

目的地までの安全な行き方がわからない

障がいがあると利用しにくい店舗がある

信号が変わるのが早すぎる

歩道上や商店の障害物

介助者がいない

標識や標示がわかりにくい

案内図が少ない

音響式信号機がない

点字ブロックがない

その他

特にない

無回答

(n=364)

６ 狛江市の福祉施策について 
今後、地域福祉を推進するために、「身近な場所での相談窓口の充実」や、「市民が気軽に

参画し、利用できる地域ごとの居場所づくり」への希望が多くなっています。（図２-31） 

図２-31 今後、地域福祉を推進するために優先して取り組むべきこと 

（全体：複数回答（４つまで））【市民一般調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ バリアフリー9・ユニバーサルデザイン10のまちづくり 
障がいのある方等調査（18歳以上）では、外出するときに、困ったり不便に思ったりする

こととして、「トイレ」、「建物・駅などの階段の上り下り」、「電車・バスの乗り降り」のほ

か、様々な項目について心配だと答えており、障がいのある方等にとって不便な箇所は、未

だに多く存在することが伺えます。（図２-32） 

図２-32 外出時の困りごと（全体：複数回答） 

【障がいのある方等調査（18歳以上）】 

 

 

 

 

 

  

 
9  障がい者等が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策又は具

体的に障害を取り除いた事物及び状態をいう。 
10  文化・言語・国籍や年齢・性別・能力などの違いにかかわらず、できるだけ多くの人が利用できることを目指した

建築（設備）・製品・情報などの設計（デザイン）のこと又はそれを実現するためのプロセス（過程）をいう。 
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第３節 第４次地域福祉計画（平成30（2018）年度・平成31

（2019）年度）の進捗状況の評価 
 

１ 進捗状況の管理・報告 
第４次地域福祉計画では、基本的、総合的な福祉施策を推進するための計画の策定や改

定、市民福祉に係る重要事項に関する調査、審議・具申する市長の附属機関である「市民福

祉推進委員会」において、毎年度、定めた重点施策の進捗を確認・評価した上で、進捗管理

報告書を作成し、市公式ホームページを活用して市民に周知いたしました。 

平成30（2018）年度及び平成31（2019）年度に行った重点施策の進捗評価の結果を

踏まえて、進捗状況の評価を行いました。 

 

２ 進捗状況の評価 
(１) 進捗評価の方法・基準 

施策の方向性に記載されている施策が計画どおり進捗しているか否かについて、４段階で

評価しました。（表２-11） 

 

表２-11 進捗評価の方法・基準 
 

評価基準 評価内容 

Ａ 

進捗している 
 例：前年度よりもより一層取組みを強化 

年次目標どおり取組みを進捗できた 

Ｂ 

現状維持 
 例：前年度と同様の取組みを実施 

（年次目標が現状維持で設定されていた場合を含む） 

Ｃ 

あまり進捗していない 
 例：前年度と同様の取組みを行えなかったが、次年度は行う予定 

年次目標どおりの進捗ができなかった 

Ｄ 
全く進捗していない 
 例：年次目標どおりの進捗ができず、取組みの目途も立っていない 
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(２)  重点施策の進捗結果 

平成31（2019）年度は、平成30（2018）年度と比較すると、A の割合は減少してい

ます。評価が下がったように見える事業については、平成30（2018）年度は「検討」、平

成31（2019）年度はその「試行」、あるいは「実施」をしている事業であり、今後の更な

る進捗を図る必要があります。（表２-12） 

 

 

 

 

 

 

表２-12 重点施策の進捗結果 

基本目標 施策大項目 主な事業 
平成30（2018）

年度評価 

平成31（2019）

年度評価 

１ 多様な地

域生活課題

に応える包括

的な支援の

仕組みづくり 

(１) 新しい包括的な

相談支援・サービス

提供システムの構築 

 

(H30)①ａ （仮称）相談支援包括化推進員

配置の検討及び地域包括支援センター運

営協議会において相談機能拡充の検討 

(H31)①ａ （仮称）相談支援包括化推進員

を配置し、包括的相談支援体制構築に向け

た研修・広報活動を実施 

Ａ Ａ 

(H31)①ｂ 市内商工業者に向けた社会福

祉情報の提供に関する商工会、商店街等と

の調整 

- Ｂ 

(H30)①ｃ コミュニティソーシャルワーカーの

配置（１地区目（モデル地区）） 

(H31)①ｃ コミュニティソーシャルワーカー

による効果的な支援（１地区目（モデル地

区）） 

Ａ Ａ 

(H30)①ｄ 市役所が閉庁し、かつ、地域包

括支援センターが閉所している際に対応す

る電話相談の検討 

(H31)①ｄ 市役所が閉庁し、かつ、地域包

括支援センターが閉所している際に対応す

る電話相談の試行実施 

Ａ Ｂ 

※１ 

(２) 新しい支援体制

を支える環境整備 

(H30)①ａ 福祉カレッジの企画内容の検

討、プレ開催 

(H31)①ａ 第１期福祉カレッジ開催（定員

20人程度） 

Ａ Ａ 

(H30,31)①ａ 事業所等における人材育成

費補助の検討 

Ａ Ａ 

(H30)①ａ 「福祉のまちづくり委員会」準備

会の検討・開催（モデル地区１地区） 

(H31)②ａ 「福祉のまちづくり委員会」の設

置（１地区目） 

Ａ Ｃ 

※２ 

施策体系において、重点施策として設定したものです。実施に当たっては、対象者別の個別計
画でも重点施策として取組みを強化するとともに、関連計画との連携を図り、幅広い視点から総
合的な取組みを進めています。 

重点施策とは 
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基本目標 施策大項目 主な事業 
平成30（2018）

年度評価 

平成31（2019）

年度評価 

(H30)③ａ 医療・福祉分野の横断的な研

修案検討 

(H31)③ａ 医療・福祉分野の横断的な研

修案検討・調整 

Ａ Ｂ 

※３ 

(５)生活困窮者等へ

の支援 

(H30,31)①ｅ 家計相談支援事業実施の検

討 

Ｂ Ａ 

(H30)①ｇ 若者支援マップの作成及び配

布（マップを活用した自立に困難を抱える若

者又はその家族へ関係機関の情報提供の

実施） 

(H31)①ｇ 若者支援マップの配布（マップを

活用した自立に困難を抱える若者又はその

家族へ関係機関の情報提供の実施） 

Ａ Ｂ 

※４ 

(H30)②ａ 狛江市子ども・子育て支援事業

計画の改定に合わせて子育て世帯への実

態調査の実施 

(H31)②ａ 調査結果を踏まえた狛江市子ど

も・子育て支援事業計画の改定 

Ａ Ａ 

２ ともに生き

る豊かな地域

づくり 

(２)市民主体による

地域資源創出の支

援 

(H30)②ａ 世代間交流の場の確保の検討 

(H31)②ａ 元気高齢者による世代間交流

の場の運営検討 

Ａ Ａ 

(３)市民主体による

地域生活課題の解

決力強化の支援 

(H31)①ａ 「福祉のまちづくり委員会」の設

置（１地区目）（再掲） 

- Ｃ 

(H31)①ａ コミュニティソーシャルワーカー

による効果的な支援（１地区目（モデル地

区）） 

- Ａ 

(H30)②ａ 世代間交流の場の確保の検討

（再掲） 

(H31)②ａ 元気高齢者による世代間交流

の場の運営検討 

Ａ Ａ 

３ 安心・安

全に暮らせる

まちづくり 

(１)防災・防犯体制

の充実 

(H30、31)①ａ 個別計画の策定 Ａ Ａ 

(H30)②ａ 福祉避難所必要物品の検討及

び備蓄場所の調整 

(H31)②ａ 福祉避難所必要物品の備蓄 

Ａ Ａ 

※１ 当初予定していた電話相談の試行実施には至っていませんが、代替として官民の支援機関が実施し

ている電話相談窓口等の情報を整理・周知しているため、Ｂ評価となっています。                      

※２ 立ち上げに努めていましたが、設置に至らなかったため、Ｃ評価となっています。                      

※３ 予定のとおり検討は行っていますが、研修を実施することはできなかったため、Ｂ評価となっています。 

※４ 平成30（2018）年度にて大きく前進したためＡ評価となっています。平成31（2019）年度は継続して若

者支援マップの配布を行っていたことを評価基準に従って評価すると、Ｂ評価となりました。平成31

（2019）年度の実績が平成30（2018）年度の実績と比較して悪い、又は実施できなかった部分があっ

たということではありません。 
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第４節 制度改正の動向 
 

社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成12年法律第

111号）により地域福祉計画の策定が規定されて以降、災害時要援護者支援、社会的孤立な

ど地域において支援を必要とする人の把握や適切な支援、生活保護に至る前段階の生活困窮

者への支援などが、通知という形で地域福祉計画に盛り込むよう示されてきました。 

誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現‐新たな時代に対応した福祉の提

供ビジョン‐（平成27年９月17日付け厚生労働省）では、従来の高齢者・障がい者・子ど

もといった分野別の社会福祉サービスから、互助・共助の取組みを育みつつ、多様なニーズ

に対応する「全世代・全対象型地域包括支援体制」が必要であるというビジョンが示されま

した。 

その後、ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日付け閣議決定）において、高齢

者・障がい者・子どもなど全ての人々が地域、暮らし、生きがいをともにつくり、高め合う

ことができる「地域共生社会」を実現していく旨が示され、「我が事・丸ごと」地域共生社会

実現本部が設置されました。 

また、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29

年法律第52号）の社会福祉法の一部改正により、地域福祉計画の策定が努力義務化されると

ともに、地域福祉計画策定ガイドラインが示されました。 

■社会福祉法の一部改正の概要■ 

１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定 

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活

課題について、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られ

ることを目指す旨を明記 

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定 

（１）地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 

（２）住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機

関と連絡調整等を行う体制 

（３）主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化し

た地域生活課題を解決するための体制 

３．地域福祉計画の充実 

市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、

上位計画として位置付ける。 

 

さらに、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第52号）の社会福祉法の一部改正では、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑

化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、

市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提

供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率

化の取組みの強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずることとされて

います。 
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第５節 地域福祉をめぐる主な課題 
 

統計から見る現状、市民意識調査結果に見る現状、狛江市第４次地域福祉計画（平成30

（2018）年度・平成31（2019）年度）の進捗状況の評価及び制度改正の動向等を踏ま

え、整理した課題は次のとおりです。 

 

１ 多様な地域生活課題に応える包括的な支援の仕組みづくり 
（１）介護と育児のダブルケア、80歳代の親と50歳代の子どもの組み合わせによる生活課題

（いわゆる「8050問題」）等複雑化・複合化した課題を抱える世帯、生活困窮者、貧困の状

況にある子ども等新たな地域生活課題を抱えている人・世帯が増えることが予想されます。 

（２）また、コロナウイルス感染症拡大に伴い、他者と物理的に距離を取ることを余儀なくされ

ることになった結果、ひきこもり、虐待、DV 等の地域生活課題を抱える人・世帯は孤立を

深め、課題を深刻化させてしまう可能性があります。 

例えば、警察庁が公表した令和２（2020）年の犯罪情勢統計では、虐待の疑いで警察が

児童相談所に通告した18歳未満の子どもは前年比で8.9%増の10万6960人、児童虐待によ

る摘発件数が前年比で8.1%増の2,131件といずれも過去最多を更新しております。併せて、

多くの高齢者や障がい者は外出自粛や、通所介護、短期入所生活介護等の利用回数変更など

により、居宅で長い時間を過ごす生活が長期化しています。在宅生活の長期化に伴い、養護

者の生活不安やストレスの増加が予想され、高齢者や障がい者を取り巻く家庭内での人間関

係、介護・介助疲れなどの要因が影響し、高齢者・障がい者の虐待の発生・深刻化も懸念さ

れます。 

そのため、市では外出を自粛する方々の心のケアや自宅での DV や虐待の発生防止に取り

組むともに、在宅の一人暮らしの高齢者や障がい者などの要援護者に対して、市が行う見守

り等により適切に支援する必要があります。 

（３）コロナウイルス感染症拡大に伴い、雇用状況が悪化し、自殺者数も増加しております。 

例えば、厚生労働省が令和２（2020）年３月から行っている「新型コロナウイルス感染

症に起因する雇用への影響に関する情報」の調査によれば、令和３（2021）年３月５日現

在の累計解雇等見込み労働者数は93,354 人に達しており、また、同年５月25日から調査

を開始した非正規雇用労働者の解雇等見込み数は44,150人に達しております。 

警察庁が公表した令和２年中における自殺の状況によれば、令和２年の自殺者数は

21,081人となり、対前年比912人（約4.5％）の増、男女別では男性が11年連続で減少の

一方、女性は前年度比935人（約15.4％）の増、年代別では20歳代が前年度比404人（約

19.1％）の増、原因・動機別ではうつ病が前年度比187人（約4.8％）の増、その他の精神

疾患が前年度比126人（約9.5％）の増、失業が前年度比48人（約22.0％）の増、生活苦が

前年度比32人（約3.4％）の増となっています。 

これら自殺でお亡くなりになった方の中には経済的基盤が弱く厳しい状況にある中で、新

型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活苦を理由としたひとり親家庭の方や、生きづら

さを感じて精神疾患を患い、命を絶った女性の方や、非正規労働者で雇い止めに遭った20歳

代の若者等も含まれます。 
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これらコロナウイルス感染症を契機として顕在化又は増加に転じた地域生活課題にも対応

する必要があります。 

（４）こうした課題に対応するためには、既存の制度だけでは支援が不十分な人を把握し、必要

に応じてアウトリーチも含めた相談支援を行うことが重要です。そのためには、市民・事業

者・行政を含む関係機関が連携し、課題を発見し、支援につなげる相談支援体制を構築する

とともに、体制の構築においては、その担い手となる人材を確保し、育成・養成する必要が

あります。 

（５）また、高齢化により認知症の方は増加傾向にあり、今後ますます増加することが予測され

ます。障がいのある人及びその介助者も高齢化が進んでおり、成年後見制度の利用促進等の

権利擁護支援の充実も必要です。 

 

２ 様々な主体が協働で地域生活課題に取り組む地域づくり 
社会的孤立は、現代社会における最も重要な課題の１つですが、コロナウイルス感染症拡

大に伴い、地域社会から孤立する人が増えているといわれております。 

社会的孤立を防ぎ、地域生活課題を解決するためには、町会・自治会やボランティア団体

をはじめとした活動団体、行政、事業者、商店、学校等様々な主体が協働で課題解決に取り

組む必要があります。このような取組みを通じて、課題が生じることを未然に防ぐことによ

り、市民の生活を豊かにし、地域力を強化することが求められています。 

市民意識調査では、約半数の方が地域活動・ボランティア活動に取り組んでいきたいと回

答しています。また、市民参加・市民との協働を推進するために必要なこととして「地域住

民が気軽に参画し、利用できる居場所づくり」を過半数の方があげています。 

地域力を強化するためには、多世代・多機能型交流拠点を住民の身近な地域に設置し、社

会的に孤立している方も含め誰もが気軽に立ち寄り、他者との交流を通じて誰もが悩みを共

有し、支え合える環境を地域に創り出すとともに、地域コミュニティを支える担い手を生み

出し、その人材が次代の担い手を育てる人材の好循環を実現し、持続可能な地域を創ってい

く必要があります。拠点の構築に当たっては、ウィズコロナの視点からリアルとオンライン

双方の強みを活かし、人と人とのつながりを強め、新たな時代のコミュニティの在り方を模

索することも重要です。 

 

３ あらゆる人が安心・安全に暮らせるまちづくり 
市民意識調査では、多くの市民が地域の防犯、防災等の安全面について課題があると感じ

ていること並びに高齢者及び障がいのある人が災害時の避難について不安に感じていること

が明らかになりました。地球温暖化などの影響と考えられる地球規模の気象変動により、日

本各地で想定を超える風水害の発生が多発しており、狛江市においても令和元年東日本台風

は大きな被害をもたらしました。行政における災害対策だけでなく、地域に暮らす様々な市

民・団体・事業者が協力し、災害への備えを進めていく必要があります。 

また、東京都では東京オリンピック・パラリンピックの開催を前提とした、ユニバーサル

デザインに配慮したまちづくりが進められています。狛江市においても、全ての人が使いや

すい、ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進める必要があります。 




